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自己紹介
２００６年5月～ 岡山県消費生活センター 消費生活相談員として勤務

2011年2月 「知っておきたい契約・取引の基礎知識」 博士論文を基に教材作成

2013年1月 「若者による若者のための消費者トラブル対処法」中国短期大学「消費生活学」講義履修者と作成

2014年2月 「高齢者のための 元気に笑顔でくらす～虎の巻～」美作大学生活科学部食物学科の学生と作成

２０１４年4月～ 岡山県消費生活センター 消費者教育コーディネーター
２０１５年～２０１７年  文部科学省中央教育審議会教育課程部会委員（社会・地理歴史・公民ワーキンググループ）

２０１７年～ 消費者庁客員主任研究官（消費者行政新未来創造オフィス担当）
・障がい者の消費行動と消費者トラブル関連

・特別支援学校向け消費者教育教材等制作検討会メンバー「ショウとセイコと学ぼう大切な契約とお金の話」制作

2020年～ 消費者庁新未来創造戦略本部客員アドバイザー
（著書等）
コーディネーター関係：「消費者教育コーディネーターの資質と役割－実践から見えてきたもの－」消費者教育第38冊（2018年）

障がい者関係：「障害に配慮した消費者教育教材の現状と課題 －地方公共団体作成消費者教育教材の検討から－」
国民生活研究第３６巻第１号(２０２３年７月）

：「誰もが自由に使えるキャッシュレス決済の実現にむけて」生活協同組合研究Vol.586（２０２４年11月）

：『消費者トラブルから認知症の人・障害のある人を守る本』（公社）全国消費生活相談員協会（2026年4月、中央法規出版）

教育関係：非常勤講師（担当：日本国憲法） （２０２６年度）
岡山大学、倉敷芸術科学大学、倉敷市立短期大学

 共著：『憲法のちから【第２版】～身近な問題から憲法の役割を考える～』編著中富公一（２０２４年、法律文化社）
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１ 岡山県消費生活センターの概要
区 分 内 容

相
談
業
務

岡山県消費生活
セ ン タ ー

 本    所

相 談 員 １３名 （半数以上が60代）

相談方法 電話、来所又は文書（電子メール）による相談

相  談  日 火曜日～日曜日（祝日、年末年始を除く）

受付時間 ９：００～１６：３０

津山分室

相 談 員 ２名

相談方法 電話又は来所による相談

相  談  日 月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）

受付時間 ９：００～１２：００、１３：００～１６：３０

消費者教育関連 消費者教育コーディネーター1名、消費者教育支援員1名

事務職員 ５名
（所長、次長、庶務担当1名、相談担当１名、啓発担当１名）

5＊県内27市町村の内、消費生活センター設置は1１市
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２ 消費者教育・啓発・出前講座

（１）消費者教育の仕組みを考える

①教員向け消費者教育講座
②新しい「場」を開拓のための講座 「場」の創設
③消費者教育教材の活用促進

④消費者の特性に応じた消費者支援に向けた教材の開発 「資源」の開発
内容・手法

⑤支援ネットワークづくり
「場」の創設
「資源」の開発 調整・連携
「人・団体」

消費者教育を受ける人（団体）と消費者教育をする人（団体）
・レベルアップ
・新しく受ける人をする人に育成する

消費者教育コーディネーターの役割

センター主催
依頼を受け出向く
情報発信
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（２）令和7年(２０２５年）度消費者教育・啓発・出前講座実施状況
①消費生活講座：年４回  （21７名）

②くらしの一日教室：４回 （２１名）

③教員向け消費者教育講座：１回（１１名）

④夏休みスタンプラリー：1回 （85名）

⑤消費者啓発セミナー
１）出前講座：７７回

受講者：4,２７７名 高齢者、障害者、生徒、学生、職場、見守る人
①消費生活相談員等 ２９回
②ボランティア講師  ２３回
③消費者教育コーディネーター １５回
④職員 ７回
⑤財務事務所  ３回

今井純子氏（NHK解説員）
成本 迅氏（京都府立医科大学大学院教授）
（公財）岡山県動物愛護財団
あんびるえつこ氏（生活経済ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ）

国民生活2025年11月号

センター×大学生

県
セ
ン
タ
ー
主
催
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２）アウトリーチ
対象者：独居高齢者等
民生委員にボランティア講師の大学生が同行
回数：４回 ↑
訪問：４２件 大学生に消費者教育

３）啓発資源の配布
対象者：高校3年生卒業前
県内９校
生徒総数：2,５２０名

大学生が啓発資源作成に関与

大学生の学びの成果を形にする仕組みの構築
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３ 対象者：高齢者、障害者、生徒、学生、職場、見守る人への出前講座
から整理対象 場 消費者教育 備考

幼児
児童
生徒

幼児・保護者 紙芝居 子育て支援（くらしの安全） 高校生×センター

小学校 参観日 児童45分 センター

中学校 社会科授業をボランティア講師の大学生 大学生×センター

高等学校 卒業前の生徒向け センター

家庭科授業をボランティア講師の大学生 大学生×センター

特別支援学校 3年生向け 年4回 繰返しながら卒業に向けた講座
ボランティア講師の大学生 VR体験講座

大学生（３回）×
センター（１回）

盲学校・聾学校 保護者会 家庭科授業 センター、大学生

ｼﾞｭﾆｱ・ﾛｰｽｸｰﾙ 中学生・高校生の希望者向け 大学と弁護士会の共催
ボランティア講師の大学生が１コマ担当

大学×弁護士会×センター

小・中学校 eネット安心・安全講座 総務省×センター

学生 大学・専門学校 新入生向けオリエンテーション センター

保護者 小学校 参観日終了後 PTA総会 センター

教員 教育センター等 初任者研修、教科研究会 オンデマンド作成

事業者
企業 新入社員研修 センター

団体 生命保険協会・新聞公正取引協議会・日本調査業協会
クリーニング業協会・検察審査協会・警察学校

センター
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対象 場 消費者教育 備考

高齢者
障害者
本人

企業・一般就労 障害者雇用の一般企業で雇用者の研修 センター（作成教材使用）

企業・作業所 就労継続支援A型作業所 センター（作成教材使用）

手をつなぐ育成会 本人の会など センター（作成教材使用）

聴覚障害者団体 手話サークル・難聴者協会 センター

身体障害者団体 肢体不自由児者福祉協会 センター

社会福祉協議会主催 地域の高齢者向け講座 センター・ボランティア講師
大学生・財務事務所公民館・サロン・町内会

・老人会
地域のアクティブシニア向け講座

地元スーパー 地元スーパーでの講座 センター×スーパー

支援者

成年後見人等 税理士会・社会福祉士会・権利擁護センター
社会福祉協議会

センター

民生委員児童委員 各地域民生委員児童委員協議会・
新任民生委員児童委員研修（３年に１回）

センター アウトリーチ

消費生活問題協議会 各支部総会 センター・ボランティア講師

地域支援サポーター 福祉課のサポーター育成講座 センター

犯罪被害者の会 支援者育成講座 センター

行政監視行政相談 行政相談センターとの連携 センター



11

４ 県センター情報発信

・センター作成情報紙等
①ホームページ
②センターからのお便り 年4回
③X（旧Twitter）
④障がい者ネットワーク

・消費のアドバイス
①新聞、生活情報誌、コープ機関紙等
②ラジオ 県の広報番組 年４～５回
③テレビ 県の広報番組 ２年～３年に１回
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１８８啓発グッズ

参考資料
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第1ステップ 岡山県の消費者教育の礎
消費者教育の推進に関する法律（2012（平成24）年制定）第10条

↓
岡山県消費者教育推進計画策定（平成26年度～平成30年度）

3つの基本目標
 Ⅰ ライフステージや場の特性に応じた体系的な消費者教育の実施
 Ⅱ 消費者教育の人材（担い手）の育成
 Ⅲ 他の消費生活に関連する施策及び他の関連する教育との連携

13の重点目標を定め
目標ごとに消費者教育に関する具体的な
施策の方向性を示し、全庁挙げて総合的に取り組む

計画期間中の重点施策
 重点施策１ 高齢者・障害のある人を中心とした消費者教育の推進

 重点施策２ 学校教育における消費者教育の推進
14



幼小中高生向け消費者教育プログラム開発事業

【背景、必要性】
○幼児・児童・生徒向けの消費者教育の教材・人材の不足
○若者の悪質商法やインターネット関連被害の深刻化

→若者への契約の仕組みや、インターネットの注意点について学ぶ消費者教育の必要性
○消費者教育における法的リテラシーや専門機関との協働の必要性

岡山県消費者教育推進計画の重点施策

学校教育における消費者教育の推進

目標 ①若者の消費者被害の未然防止
   ②自立した消費者の育成
   ③ライフステージに応じた消費者教育

幼稚園 教育委員会 小学校 中学校 高校
大学

（法学部等）

・地域の実情に応じた教材の開発
・消費者教育における研修の実施
・学校における外部人材の活用

消費生活センター（消費者教育コーディネーター）

消費者団体 ・消費者市民社会参画
への支援

・学んだ内容
  の伝達

金融広報委員会

教材の試作 （シナリオ、プリント、小道具）
↓

モデル校での授業
○大学生による中高生への授業（ネット、契約、トラブル対応）
○消費生活センターによる小学生への授業（ネット）
○消費者団体による幼稚園児への授業（金銭等）

教材の改善

↓
教材の製作・印刷、教師用指導書の印刷

↓
教材の完成、県内全校への配付、教員向け研修の開催

１～２年目

３年目

s
【アウトカム】
○幼稚園、小・中・高等学校における消費者教育
の充実

○大学生の消費者市民社会への参画意識の醸成
・消費者の視点を持った職業人の育成
・地域でボランティア等として活動できる人材育成

2015（平成27）年度～2017（平成29）年度

15



●発達段階別消費者教育教材（岡山県版）

幼児期 小学生期 中・高校生期
消費
者市
民の
構築

ももたといぬっち

テーマ
「責任」を考える

売買はどこまで認められるの

テーマ
「私的利益と公的利益」を考える

生活
の管
理と
契約

ももたのおかいもの

テーマ
「約束」を考える

オンラインゲーム

テーマ
「約束」を考える

契約

テーマ
「私的自治の原則」を考える

情報
とメ
ディ
ア

ももたといぬっち

テーマ
「家族」を考える

オンラインゲーム

テーマ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの「便利」と「危
険」を考える

写真をSNSにアップしてもいいですか？
その書き込み、SNSにしても大丈夫？

テーマ
「表現の自由」と「責任」を考える

大学との連携・協働 （3年計画で作成）
大学法学部生による教材作成・モデル授業の実施
・発達段階に応じた消費者教育教材の開発（法的視点）
・作成した教材を用いたモデル授業の実施

⇒大学生の学びの場構築 ⇒「受ける人」を「する人」へ

16



作成した教材で大学生をボランティア講師として活動の場を創設
 作成した教材を用いて学生が授業・講座を行う

 岡山大学法学部有志（法友会）
・岡山県立一宮高等学校：平成27年より（公民科）
・岡山県立瀬戸南高等学校：令和4年（家庭科）
・ノートルダム清心学園清心中学校（公民科）
・ジュニア・ロースクール（弁護士会）

令和4年9月30日
岡山県立瀬戸南高等学校
授業風景

消費者教育を受ける人
を消費者教育をする人
へと行動の変容を促す
仕組み構築

教材の内容をブラッシュアップしながら次の世代
につなぐ

連携による消費者教育
の仕組み創設

17



第2次岡山県消費者教育推進計画

第３次岡山県消費生活基本計画（平成28年策定）と統合し一体的な計画とした（平成30年）

５つの基本目標と３つの計画期間中の重点施策

基本目標Ⅲ 消費者教育の推進

重点目標 １ 体系的な消費者教育の実施

２ 消費者教育を担う人材の育成

３ 他の関連する教育との連携

４ 情報の提供と共有 

計画期間中の重点施策 〈施策１〉 消費者教育の推進

 （１）若年者への消費者教育の推進

 （２）消費者の特性に配慮した体系的な消費者教育の推進

   （３）高度情報通信ネットワーク社会の発展に対応した消費者教育の推進

第２ステップ 岡山県の消費者教育ステップアップ

18

消費者教育コーディネーターを明記
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第３次岡山県消費生活基本計画
（第２次岡山県消費者教育推進計画）



障害のある人の安全安心な消費生活支援ネットワーク事業（H30～R2）

20



大学との連携発展に向けて

①障害についての学び ②消費者問題についての学び

③見守りの必要性についての学び ④学びを伝えることの学び

障害の特性に応じた教材

聴覚障害

「インターネットショッピングについて知ろう」

「支払いの仕方について知ろう」：岡山大学教育学部特別支援科

「利用規約について知ろう」

「オンラインゲームの課金について知ろう」：岡山理科大学教育学部国語科

視覚障害

「生活の中にある「契約」ってなんだろう」：岡山大学教育学部特別支援科

「安全にインターネットショッピングをしよう」：川崎医療福祉大学医療療福祉マネジメント学部医療秘書課

point 見守りの一員

としての認識

21

大学生が教材作成に関与する仕組み

大学生が作成した教材でモデル授業の実施

大学生を出前講座の講師に育成

行政が主体となった大学との連携・協働事業の定着



大学と連携した動画教材制作

タイトル 概 要 HP掲載

川崎医療
福祉大学
グループ

ちょっと待って！
その買い物本当に大丈夫？
～身の回りの契約を知ろう～

(7分10秒)

・身近な消費行動から起きたトラブ
ルを題材に、契約とは何かを考える

・トラブルに遭ったときの解決方法
を知る

楽しいインターネットショッピングのは
ずが・・・～クーリング・オフ制度について～

（8分6秒）

正しいネットショッピングをするため
に、クーリング・オフ制度や購入前の
注意点について理解する

岡山理科
大学

グループ

身近に潜む消費者問題
～その個人情報、本当に教えて大丈夫？～

(7分32秒）

・偽YouTuberとのやり取りによる
クレジットカード不正利用を知る

・個人情報の注意点を知る

22



第４次岡山県消費生活基本計画（令和3年度～令和7年度）

基本目標：すべての県民が明るい笑顔で暮らす『生き活き岡山』の実現

５つの基本目標

  Ⅰ 消費者被害の防止・救済

 Ⅱ 消費者教育の推進

 Ⅲ 消費者の主体的な活動への支援

 Ⅳ 自主的かつ合理的な選択の機会の確保

 Ⅴ 安全・安心な商品・サービスの確保

17の重点目標を定め総合的に取り組む

計画期間中の重点施策

・消費者被害の防止

・ライフステージに応じた消費者教育の実施

・若年者への消費者教育の推進
９

第３ステップ 岡山県の消費者教育から見守りネットワークの礎

23



１ 学生からの消費者トラブルの啓発方法の提案

・詐欺被害が拡大
⇒関連相談事例が増加

・本人では判断ができず
詐欺に遭う事例が多い
⇒幅広い見守りネット
ワーク構築が必要

消費者教育DVD教材が効果的ではないか

COVID-19の影響高齢者

こうした状況下でも
可能な啓発方法

見守る側･見守られる側
双方に情報発信が必要

・出前講座の開催不可
⇒外出自粛･密集回避

どのような課題があり何が必要か

見守り一員として
学生の行動変容

24



時間 学習内容 学習活動

導
入

5
分

詐欺は身近に多発してい
ることを知る

岡山県の詐欺被害状況について、最新情
報を説明

展

開

20
分

詐欺手口を知り、何に注
意すればよいかをクイズ
を通して理解する

➀預貯金詐欺
➁キャッシュカード切り込み詐欺
③キャッシュカード詐欺盗
※１～３は、各事例紹介（寸劇）および

〇×クイズと解説

ま
と
め

5
分

未然防止となる言葉と相
談場所を知る

・お金を守る五か条
（注意を促す5つの文で印象付け）

・相談先（県センター、188）の説明

消費者教育DVD教材の概要

【講座時間】 30分
【タイトル】 大切な財産を詐欺から守ろう

【題      材】 キャッシュカード詐欺3種類

25



生徒
小学校・中学
校・高等学校・
特別支援学校

教職員
家族

教員研修
PTA
保護者会

学生
大学
専門学校

教職員
友人
家族

大学コンソーシアム
生協

特別支援学校
卒業後

地域
職場
家族

障害者就業・生活生活支援センター
一般就労
A型作業所
B型作業所

高
齢
者

アクティブ
シニア

地域
家族

町内会・老人会・サロン
配偶者・子・孫・兄弟姉妹

要見守り 地域
介護
家族

民生委員・愛育委員・老人会
社会福祉士・ケアマネ・ヘルパー
独居・・・・

26

つなぐ ➾ 学び・連携



見守り関係者 目標：消費者被害の未然防止と早期発見

27

岡山県消費生活センター作成

２ 特性から考える見守り



大学生

高
齢
者
・
障
害
者

アク
ティブ
シニア

地域
家族

町内会・老人会・サロン
配偶者・子・孫・兄弟姉妹

要配慮

地域
支援
者
家族

民生委員・愛育委員・老人会
訪問介護員・介護支援専門員
相談支援専門員・・・

地方公共団体や関係団体との連携の
枠組みを構築

消費生活センター：コーディネート機能
＊＊見守りネットワーク＊＊

・地域で活動する団体の情報提供支援

コーディネート

・大学生の主体的な学び
・消費者教育の次世代の担い手育成

３ 見守りネットワーク構築に向けて

28



地域

介護・福祉関
係

家族・親族

• 老人クラブ
• アクティブシニア
• 金融機関等
• コンビニ等
• 郵便・宅配等事業者

• 地域包括支援センター
• 介護事業所
• 民生委員・児童委員
• ケアマネージャー
• ヘルパー

• 高齢者見守りの専門機関
• 主治医
• 配偶者
• 子や孫
• 兄弟姉妹や叔父叔母等

身近
専門
家等

さりげない

担当者

見守り方

←玄関先

室内へ

29

障害のある人の特性に配慮した
消費者教育教材開発等研究会

気づきのポイント教材



目的：配慮を要する消費者（高齢者・障害者）の消費者被害防止

方策：見守りネットワーク構築につながる教材の作成

内容：大学生主体で教材作成

1）教材作成検討会（2回開催）

メンバー

・学識経験者：大学教授等

・関係機関団体：岡山県社会福祉協議会（福祉支援部・地域福祉部）

 岡山県手をつなぐ育成会

・行政：県障害福祉課・県くらし安全安心課・県消費生活センター

2）教材案作成：2分科会（4回開催）

①川崎医療福祉大学医療福祉マネジメント学部

作成担当：民生委員児童委員編

②ノートルダム清心女子大学人間生活学部

作成担当：訪問介護員・介護支援専門員編

（１） 配慮を要する消費者に対する相談・見守り体制整備

point
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もくじ
第１章 総論

１．消費者問題とは

（１）消費者とは

（２）契約とは

（３）消費者トラブルとは

（４）消費者の権利を支える行政の役割

２．高齢者・障害のある人の特性

３．被害の多い形態

第２章 各論

１．外からの見守り

（１）民生委員・児童委員へのお願い

（２）実例から

①訪問販売 ②訪問購入 ③電話勧誘販売

（３）見守りフローチャート

31

２．内からの見守り①

（１）訪問介護員・介護支援専門員への

お願い

（２）実例から

①訪問販売 ②訪問購入 ③電話勧誘販売

 ３．内からの見守り②

（１）相談支援専門員へのお願い

（２）実例から

①店舗販売 ②訪問販売 ③電話勧誘販売

第３章 まとめ

１．外からの見守り版

２．内からの見守り版

３．早期対応のための相談先

＊民生委員児童委員を以下「民生委員」と表記する

大学生と連携

大学生と連携



（２） 教材作成に関与した大学生からの
消費者被害防止啓発アウトリーチ提案

岡山県消費者被害防止啓発アウトリーチ実施要領作成
・活動内容及び条件
・申込み方法及び決定等
・派遣者の要件
・派遣者の遵守事項等
・謝金及び交通費等
・消費者啓発セミナーボランティア講師派遣事業との関係性

（令和６年度）

（令和５年度）

消費者被害防止啓発アウトリーチ試行
①試行の試行
②試行：２市で実施

民生委員と一緒に 高齢者宅訪問活動に随行
詐欺被害事例等情報を届ける

32



目的：障害の特性に配慮した消費者教育教材で消費者被害防止

方策：見守りネットワーク構築につながる教材の作成

内容：大学生主体で教材作成

1）教材作成検討会（2回開催）

メンバー

・学識経験者：大学教授等

・関係機関団体：岡山県中小企業同友会（オーニック（株））

 岡山県聴覚障害者センター・岡山県手をつなぐ育成会

・行政：岡山市障害者基幹相談支援センター・県障害福祉課・県くらし安全安心課

 県消費生活センター

2）教材案作成：2分科会

①川崎医療福祉大学医療福祉マネジメント学部 作成担当：一般企業就労編

②ノートルダム清心女子大学人間生活学部  作成担当：就労継続支援事業所編

（３） 障害がある人の特性に配慮した消費者教育教材開発等研究会

point
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34

令和６年度 障害がある人の特性に配慮した消費者教育教材
川崎医療福祉大学医療福祉マネジメント学部（一般企業就労編）

ノートルダム清心女子大学人間生活学部（就労継続支援事業所編）



35

令和６年３月発行
ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ清心女子大
学学生が原案作成

令和8年３月発行
川崎医療福祉大学
学生が原案作成

（４） センター×大学生 啓発資材



家庭

社会

職場

家庭

社会

学校
大学生

消費者市民

大学の学びを活かした消費者市民

大学での学び
・教材づくり
・ボランティア講師

↓
自律した消費者

地域に還元
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目的：消費者被害の撲滅
 登録：個人：10人 団体：10団体
 大学生のボランティア講師団体（3団体登録）
 (1)岡山大学法学部有志（法友会）

・岡山県立一宮高等学校：平成27年～令和元年（公民科）
・岡山県立瀬戸南高等学校：令和4年～（家庭科）
・ノートルダム清心中学校（社会科）
・ジュニア・ロースクール岡山（弁護士会・法学部）

(2)川崎医療福祉大学医療福祉マネジメント学部有志
・岡山県立聾学校生徒
・岡山県立盲学校保護者会
・岡山県立倉敷まきび特別支援学校
・高齢者向け見守り講座・アウトリーチ

(3)ノートルダム清心女子大学人間生活学科有志
・ノートルダム清心中学校（家庭科）

３ ボランティア講師啓発活動事業の活用

発達段階に応じた消費者教育
教材のブラッシュアップ

配慮を要する消費者の向け教材
身近な事例を用いた教材の開発へ

37



38

令和6年度 ＤＰＦ法教材作成 ボランティア講師で教員向け消費者教育講座で使用
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令和７年度 消費者契約法教材作成 ボランティア講師で教員向け消費者教育講座で使用
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目 次

Ⅰ 岡山県消費生活センターの現状

Ⅱ 消費者教育コーディネーターとしてのこれまでの取組み

Ⅲ 消費者教育コーディネーターの活躍に向けて



大学の学び

安全・安心

地域 ＋消費生活センター

＋民生委員 アウトリーチ

消費者教育コーディネーターの目標：消費者市民育成の仕組構築

Microsoft PowerPoint アイコン使用

課題
・消費者教育コーディネーターの配置
・消費者教育コーディネーターの育成
・継続性の仕組み

①国 ②地方公共団体
41



消費者コーディネーターの役割を理解する

①消費者教育をする人と消費者教育をする人
②消費者教育をする人と消費者教育を受ける人
③消費者教育をする人と消費者教育に必要な情報
④消費者教育を受ける人と消費者教育に必要な情報
⑤消費者教育をする人と消費者教育に関する資源
⑥消費者教育を受ける人と消費者教育に関する資源

≫ ニーズや条件を考慮して適切に結びつく
ように①「調整」②「統合」すること

コーディネートとは
①当事者のニーズに合わせて調整
・情報を調整し収集・発信
・経験等を通しより良い方向に牽引
・消費者教育に関連する人、団体相互の要望を調整する

仲介的役割
②統合
人、情報、資源を統合して、新たな消費者教育の場の創出
など 企画・提案

≫企画提案→団体を結びつける→協力機関等を見出す

消費者教育コーディネーターの役割

①専門性 ≫≫消費者教育を広めるための資質能力
【消費者問題】歴史、現状、法的観点等【学校教育】現状、学習指導要領等
【地域のつながり】緩やかな見守りから担当者による見守り

社会福祉協議会（権利擁護・地域福祉）保健福祉関係、民生委員児童委員
郵便局、コンビニエンスストアー、金融機関、町内会、老人会

②ネットワーク ≫≫消費者教育の実施を働きかけるための資質能力
・消費者問題を多角的に考察する力・消費者問題の課題を把握・構想する力
・消費者教育を倫理的・効果的に説明する力

③人間性 ≫≫消費者教育の関係者をつなぐ資質能力
・他者との協働 社会参画 信用

行政・消費者教育コーディネーターの役割認識

★大切にすること
・信頼と共感
・コミュニケーション

外部コーディネーター

point
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ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄするとは・・・何と何をｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ？

• 教員（学校関係者）

• 外部講師：消費生活相談員・弁護士・司法書士・NPO機関・・

• 家庭：保護者、祖父母、子、兄弟姉妹

• 福祉関係者

消費者教育を

する人

• 児童、生徒、学生

• 若年者

• 中年期、壮年期

• 高齢者（ｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱ・後期高齢者・認知症気味）

消費者教育を

受ける人

• 学校：幼保、小・中・高等学校、大学・専門学校、特別支援、 通信教育、フリースクール・・・

• 地域：行政機関のセミナー、公民館、町内会、老人会・・・

• 家庭：保護者会、参観日、PTA・・・

• 職域：教員研修、新入社員研修・・・

• 事業者団体：生命保険協会、団体総会、民生委員児童委員協議会・・・・

消費者教育の
場

• 講師

• 教材、資料、リーフレット等

• 消費者教育の内容

消費者教育の

資源

消
費
者
市
民
の
育
成
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消費者教育：消費生活センターが拠点

外部コーディネーター

外部コーディネーター

外部コーディネーター

消費者教育コーディネーターに権威があることが重要

各々の人・資源・場の中心となる外部
コーディネーターと信頼関係を構築する



消費者庁 ：「消費者教育コーディネーター会議 消費者庁における消費者教育の取組 」よりHP 【 】

「コーディネーターを名
乗っている」18自治体

「コーディネーター」について
・権威・権限

基本計画への明記
認定制度

・自信
講座・研修等
相談の仕組み

・時間
人員増
役割分担

＊自治体の方針:職員の理解
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学校教育連携が進んだ 内容の充実
成年年齢引下げ背景→都道府県と高等学校との連携

↑
教育内容は、契約や消費者問題

この連携を更に発展させる視点が必要ではないだろうか
学習指導要領「家庭科」「公民科」

身近な社会問題から学ぶ教育 消費者問題の分野だけでよいのか？
家庭科「高齢期の理解」 社会課題：高齢者のトラブル 見守りの学び

＊消費者庁と文部科学省の連携と役割分担
金融教育（金融庁）・法教育（法務省）との連携

＊消費者庁と国民生活センター

＊消費者庁内の連携
 地域見守り（地方協力課と消費者教育推進課）
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青森県：外部団体に業務委託 2016年度～ コーディネーター配置
（教育啓発課3名配置 民間企業・相談員・教育関係者）

岐阜県：2022年度～ コーディネーター配置（教育関係者1名）
岐阜県消費生活基本計画に明記（施策として）

奈良県： 2015年度～ コーディネーター配置（相談員2名）
学校教育・教材作成：家庭科部会、大学生との連携、地域連携

水戸市：「安心・安全見守り隊（2013年4月発足 88団体→216団体）
みと消費者市民大学制度→卒業後サポーター 「つなぐ」

キーパーソンと県コーディネーターの関係

米沢市：「消費者教育あり方検討会」
→ 消費者見守りメイト → 消費者見守りサポーター
→消費者安全確保地域協議会設置

米沢市のキーパーソンと県のコーディネーター
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消費者教育コーディネーター養成講座に関するアンケート結果
47都道府県へ配布 40都道府県55人から回答（R7.12月）



49＊地域との連携・協働に関する知識・技能
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・年齢別の資料作成方法、視覚に効果的に訴える講座の作り方、OA機器の扱い方
・誤情報、偽情報に出されないことをテーマにした講義内容
・配慮が必要な生徒さんへの講座案、実例などを聴ける機会があれば参加したい 
・学校や地域など現場との意見交換
・成年を迎えた若者への金融教育
・消費者トラブルの地域性や地域差
・今後報告が増えそうな事例（オンラインカジノや警察を騙る詐欺など最近流行ったことを早め
に知りたいので、法改正や狙われている事例などを専門家や研究者から教わりたい）

・行政職員がコーディネーターの役割を担っている自治体の実践事例

その他必要と思われる講座

・講座実務に直結するスキル研修の強化
・デジタル化に応じた講座
・地域差・現場差を踏まえた柔軟な研修体系
・最新トラブル・法改正・社会動向のアップデート提供
・コーディネーター自身が講師として成長できる機会の確保

アンケートに記載されていたコーディネーターの意見
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ご清聴ありがとうございました

県民・市民の声に耳を傾けた消費者行政

県民・市民の安全・安心を目指して


